
 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度施設の自己評価 
 

 

 



令和５年度　施設における自己点検・自己評価

Ａ：たいへんよい　Ｂ：よい　Ｃ：一部検討を要する項目　Ｄ：改善を要する

◎ 保育の計画の編成と実施に関する評価

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

(1)保育目標の具現化に向け、乳幼児の実態を踏まえた
重点目標を設定しているか。 〇

(2)目標は各施設や地域の特色を生かしているか。

〇

(3)目標は社会の要請や保護者の願いを反映している
か。 〇

(4)目標は前年度の反省を生かしているか。

○

(5)目標は全職員で検討し、かつ共通理解を図っている
か。 〇

(1)指導計画は乳児の実態に即して作成しているか。

〇

(2)保育所保育方針に基づく援助、支援を適切に行って
いるか。 〇

(3)環境の構成を意識した保育や過程を常に工夫してい
るか。 〇

(4)素材・用具を適切に活用しているか。

〇

(5)評価結果を基に、保育の改善に努めているか。

〇

(1)１日の流れ（デイリープログラム）は現行でよい
か。 〇

再利用する場合にはチェック
を確実に行う。

(1)行事の種類や実施回数は適切か。

〇

(2)行事のねらいを計画や実施に十分生かしているか。

〇

(3)乳幼児の活動範囲を明確にし、自主的・実践的な活
動にしているか。 〇

(4)計画・実施・評価・改善の体制をとっているか。

〇

(5)保護者の願いや意見を取り入れているか。

〇

内   容 評   価
意見・改善策

今年度は新型コロナウイルス
が５類に移行したが、引き続
き感染防止には注意して行っ
た。
各行事は特に制限は設けず開
催した。保

育
目
標
に
つ
い
て

保
育
に
つ
い
て

日時程

行
事
に
つ
い
て

項   目

子どもの主体性が伸びて行く
ような環境づくりを職員間で
話し合うことを継続してい
く。

天候により中止や変更となっ
た行事もあったが、予定通り
行うことができた。
バス代の高騰により今後の行
事開催について検討が必要。



A B C D

(1)乳幼児や保護者に関する個人情報を適正に取り扱っ
ているか。 〇

(2)公文書収受、発送、処理を適切に行っているか。

〇

(3)各表簿は、適切な時間・方法で作成・処理している
か。 〇

(1)施設内外・設備の安全点検を計画的に行っている
か。 〇

(2)遊具・用具等を、活用しやすいように整理・保管し
ているか。 〇

(3)不審者に対応する周到な配慮を行っているか。

〇

(4)掲示板、掲示場所等を適切かつ効果的に活用して
いるか。 〇

(1)各種会計を適正かつ適切に処理しているか。

〇

会計士の助言を元に適切に処
理して行く。

(1)小学校との交流計画は、保育目標や課題に沿ったも
のになっているか。 〇

(2)小学校や他施設との連携により、園児が楽しく過ご
し充実感を味わうことができるような配慮や援助・支援
を行っているか。

〇

(3)小学校や他施設との連携により、互いの保育・教育
に対しての理解を深め、援助について共通理解を図って
いるか。

〇

(4)参観や保育・授業等に参加するなどして、幼稚園・
小学校の教育を理解しているか。 〇

(5)日常的に、情報を交換し、それを交流活動に生かし
ているか。 〇

(1)参観時間を制限せず、保護者以外も対象にした参観
日等を設定しているか。 〇

(2)保護者を含む地域の人材活用の時期・内容は適切
か。 〇

(3)園児の興味や関心に基づいて地域社会・その他の施
設と交流しているか。 〇

(4)地域の行事に積極的に参加し、地域の文化や生活に
触れているか。 〇

施
設
間
交
流
・
連
携

主に近隣の小学校で開催され
る協議会には積極的に参加し
情報交換を行う。

家
庭
・
地
域
社
会
と
の
連
携

地域の行事に参加できるよう
な体制を作る。
市内の年長児を対象とした観
劇に参加し交流を深めてい
る。

項   目

内   容 評   価
意見・改善策

情
報
に
つ
い
て

施
設
・
設
備

修繕個所は早期に発見し改修
を行う。

出納・経
理

開
か
れ
た
保
育
所
づ
く
り



◎ 保育の計画の編成と実施を支える諸条件に関する評価

A B C D

(1)能率的、合理的な運営組織になっているか。
〇

(2)職務内容が明確で、協働できる体制になっている
か。 〇

(3)職員の配置は適材・適所か。 〇

(4)係や仕事の分担・割り当ては適切か。 〇

(1)各種会議を適切かつ効率的に進めているか。
〇

(2)職員相互がそれぞれ全体的立場を理解し、協力や助
言を惜しむことなく施設の運営に関わっているか。 〇

(3)打合せ回数、時間、内容は適切か。 〇

(1)年齢別・クラス目標は、保育目標や重点目標に基づ
いて設定しているか。 〇

(2)年齢別、クラス目標は、乳幼児の実態に即して設定
しているか。 〇

(3)年齢別、クラス目標に迫る短期・長期のねらいは適
切に設定しているか。 〇

(4)同年齢及び異年齢児間の効果的な活動の充実を図っ
ているか。 〇

(5)意義や趣旨を理解したチーム保育を行っているか。
〇

(6)評価、資料（諸記録）を集積しているか。
〇

(1)年齢別・クラス経営に生かされるような具体的保健
対策を講じているか。 〇

(2)避難訓練・交通安全指導を、計画に基づいて適切に
実施しているか。 〇

(3)健康・安全な生活に必要な習慣や態度育成のため、
家庭への啓発を行っているか。 〇

(4)乳幼児の安全確保のため、家庭・地域社会・関係機
関等と連携を図っているか。 〇

(1)研修は、保育目標の具現化につながるものである
か。 〇

(2)園内研修の計画・運営は適切か。
〇

(3)研修の成果を日常の保育に生かし、乳幼児の育ちに
反映させているか。 〇

(4)研修の実践による乳幼児理解が深まりを見せている
か。 〇

(1)各種研修会、講習会への参加態勢の充実を図ってい
るか。 〇

(2)各種研修会、講習会での内容を園内に還元している
か。 〇

研
修

園
内
研
修

年度内に各クラス１回、園内
研修を行い非常に効果的で
あったが、事前の準備などに
検討が必要。

園
外
研
修

キャリアアップ研修をはじめ
１人１研修は参加できるよう
に実行した。

項   目

内   容 評   価
意見・改善策

経
営
・
組
織

分
掌
・
体
制

職務分担表を示し、仕事の効
率化を可視化した。

運
営

乳児部会、幼児部会の会議を
充実させ、職員会議を効率良
く行うように事前打ち合わせ
を行う。

年
齢
別
・
ク
ラ
ス
経
営

保
健
・
全
指
導

コロナが５類に移行したが、
引き続き感染対策を行う。



A B C D

(1)子育て支援として、園庭や中庭、保育室等を開放し
ているか。 〇

(2)地域に住む子どもどうし、あるいは親子が一緒に遊
ぶことができるような場の設定を行っているか。 〇

(3)「子育てについて」など、保護者を対象とした学習
の機会を設定しているか。 〇

(4)職員による育児に係る「子育て相談」は充実してい
るか。 〇

(5)医療機関、児童相談所等の専門機関と連携を図り、
保護者にとって必要な情報を提供しているか。 〇

(1)園だより・クラスだより、ホームページ等で施設の
情報を発信しているか。 ○

(2)行事や子育て支援事業等を、地域の連絡会や児童施
設、小学校に対して周知しているか。 ○

(1)第三者評価を導入し、施設運営に反映しているか。
〇

(2)地域や保護者の意見を施設運営に反映しているか。
〇

苦情解決の報告

令和４年度の苦情件数は２件です。（内容はホームページに記載）

開
か
れ
た
保
育
所
づ
く
り

子
育
て
支
援
の
推
進

月に一度開催される子育て支
援の実施により多くの地域住
民と交流を図っている。

情
報
発
信

不定期であるが、動画配信を
行い普段の様子を伝える。

外
部
評
価

行事後にアンケートは実施し
ているが、普段の意見を聞く
ことができていない

項   目

内   容 評   価
意見・改善策



令和 6 年 3 月 20 日  

 

保護者の皆さま  

 

社会福祉法人まつば福祉会 

城北保育園  園長  松田剛 

 

 

日ごろより、城北保育園の運営にご理解ご協力いただき心より御礼申

し上げます。  

先日はアンケート調査にご協力いただきありがとうございました。その

結果につきまして皆さまにご報告させていただきます。  

 

アンケート配布世帯数  82 世帯  

アンケート回収世帯数  54 世帯  （回収率 66％）  

 

アンケートの結果については裏面の通りです。また、様々なご意見や

要望を頂いております。改善できることから取り組んでいきたいと思い

ます。日々の園生活でお困りの事要望等ありましたらご相談ください。  

これからも、保護者の皆さまのご意見ご要望を受け、質の高い保育が

提供できるように取り組んで行きたいと思います。  

引き続き、皆さまのご理解ご協力をお願いします。  
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令和５年度職員の自己評価結果 
 

 

  



・園の基本姿勢について（5 項目） 

教育・保育理念や目標、保育所としての社会的責任の理解、職員としての心構えなど

については、5 項目に問いにおいて、15Pt 理解度に対し、平均 11Pt の理解度であっ

た。本項目については、ほぼ理解が出来ている。 

 

・保育所保育指針（93 項目） 

第１章 総則（37 項目） 

１保育所保育に関する基本原則 

保育所の役割、保育の目標、保育の方法、保育の環境、保育所の社会的責任  

2 養護に関する基本的事項 

養護の理念、養護に関わるねらい及び内容 

3 保育の計画及び評価 

全体的な計画の作成、指導計画の作成、指導計画の展開、保育内容等の評価、評価を

踏まえた計画の改善 

4 幼児教育を行う施設として共有すべき事項 

育みたい資質・能力、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿  

 

＜コメント＞ 

第１章全般では、ほぼ全職員の理解しているが、指導案や日誌の提出が滞るとこがあ

った。 

 

第２章 保育の内容（33 項目） 

1 乳児保育に関わるねらい及び内容 

基本的事項、ねらい及び内容、保育の実施に関わる配慮事項、  

21 歳以上 3 歳未満児の保育に関わるねらい及び内容 

基本的事項、ねらい及び内容、保育の実施に関わる配慮事項 

33 歳以上児の保育に関するねらい及び内容 

基本的事項、ねらい及び内容、保育の実施に関わる配慮事項 

4 保育の実施に関して留意すべき事項 

保育全般に関わる配慮事項、小学校との連携 

 

＜コメント＞ 

第２章についても、ほぼ全職員の理解が出来ている。しかし、細かな場面で配慮に欠

ける部分があった。そのことが、保護者の不信感であったり苦情に繋がってしまった。 

 

第３章 健康及び安全（13 項目） 

1 子どもの健康支援 

子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握、健康増進、疾病等への対応 

2 食育の推進 

保育所の特性を生かした食育、食育の環境の整備等 



3 環境及び衛生管理並びに安全管理 

環境及び衛生管理、事故防止及び安全対策 

4 災害への備え 

施設・設備等の安全確保、災害発生時の対応体制及び避難への備え、地域の関係機関

等との連携 

 

＜コメント＞ 

今年度は新型コロナウイルスが５類に移行したが、今後も衛生管理をしっかり行うと

同時に、事故防止についてもこれまで以上に気を付けて行く。 

 

第４章 子育て支援（4 項目） 

1 保育所における子育て支援に関する基本的事項  

保育所の特性を生かした子育て支援、子育て支援に関して留意すべき事項 

2 保育所を利用している保護者に対する子育て支援  

保護者との相互理解、保護者の状況に配慮した個別の支援、不適切な養育等が疑われ

る家庭への支援 

3 地域の保護者等に対する子育て支援 

地域に開かれた子育て支援、地域の関係機関等との連携 

 

＜コメント＞ 

子育て支援事業は、年間を通じて 11 回を計画し、11 回実施しました。延べ 111 人

の方に参加していただき情報交換や悩み相談なども聞くことができた。また、地域の民

生児童委員とも連携し情報を共有した。 

 

第５章 職員の資質向上（6 項目） 

1 職員の資質向上に関する基本的事項 

保育所職員に求められる専門性、保育の質の向上に向けた組織的な取組 

2 施設長の責務 

施設長の責務と専門性の向上、職員の研修機会の確保等 

3 職員の研修等 

職場における研修、外部研修の活用 

4 研修の実施体制等 

体系的な研修計画の作成、組織内での研修成果の活用、研修の実施に関する留意事項 

 

＜コメント＞ 

計画的に開催される県、市保育士会等が主催する研修会に参加した。研修の結果はそ

の都度報告してもらい専門性を高めることができた。今後もすべての職員が研修に参加

できるような体制づくりを今後も作っていきたい。  

 



令和５年度

合計 平均

Ⅰ　園の基本姿勢 ◎ 1 2 0 0 0 0 5 0 2 0 2 3 0 5 0 1

について ○ 4 2 5 5 5 5 0 5 2 5 3 1 4 0 5 4

（5項目） ▲ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

5×3＝15Pt × 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt Pt Pt

Ⅱ第１章 ◎ 1 2 0 4 0 0 17 2 0 1 2 4 0 29 0 9

　　総則 ○ 23 26 35 22 32 30 16 20 24 31 29 13 18 8 22 27

（37項目） ▲ 13 3 2 9 5 7 3 13 13 4 1 15 18 0 15 1

37×3＝111Pt × 0 Pt 6 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 5 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt Pt Pt

Ⅱ第２章 ◎ 0 0 0 2 0 5 17 0 3 0 0 0 2 30 0 8

　保育の内容 ○ 14 14 33 19 25 19 16 14 13 16 13 31 11 3 22 19

（33 項目）　 ▲ 19 17 0 12 8 9 0 19 17 17 2 1 20 0 6 3

33×3＝99Pt × 0 Pt 2 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 17 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 5 Pt 0 Pt Pt Pt

Ⅱ第３章 ◎ 1 1 0 3 0 10 11 0 2 0 0 0 0 10 0 9

　健康及び安全 ○ 11 11 13 8 10 2 1 9 10 12 9 6 12 3 12 4

（13 項目） ▲ 1 1 0 2 3 1 1 4 1 1 4 5 1 0 1 0

13×3＝39Pt × 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt Pt Pt

Ⅱ第４章 ◎ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1

　子育て支援 ○ 3 3 3 4 1 2 3 4 3 3 1 2 2 1 2 2

（4項目） ▲ 1 1 1 0 3 1 0 0 1 1 2 2 2 0 2 1

4×3＝12Pt × 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 1 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt Pt Pt

Ⅱ第５章 ◎ 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 5 0 2

　職員の資質向上 ○ 6 5 5 5 5 3 3 5 0 5 2 5 5 1 3 4

（6項目） ▲ 0 1 1 1 1 3 0 1 3 1 4 0 1 0 3 0

6×3＝18Pt × 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt Pt Pt

Ⅲ　園独自の ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

取組について ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（2項目） ▲ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2×3＝6Pt × 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt 0 Pt Pt Pt

◎ 3Pt ○ 2Pt ▲ 1Pt × 0Pt

0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

11 17 912 11 11 11 11 9

0 0 0

14 180 1215 11 6 11 8 13

8 114 89 8 7 7 4 67 7 7 8 5 8

25 36 2526 26 26 27 23 35

6 11 6

35 433 2936 22 27 25 22 17

65 915 6183 47 52 49 28 6347 45 66 56 58 62

54 103 5962 61 72 65 69 67

48 96 50

82 1087 7286 59 61 69 65 53

10 11 167 1115 10 11 10 12 12

保育士Ｍ 保育士Ｎ 保育士Ｏ 保育士Ｐ

11 11 10 10 10

保育士Ｇ 保育士Ｈ 保育士Ｉ 保育士Ｊ 保育士Ｋ 保育士Ｌ保育士Ａ 保育士Ｂ 保育士Ｃ 保育士Ｄ 保育士Ｅ 保育士Ｆ
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園

名
城北保育園 氏　名 職

評　価

Ｑ１ 園の保育理念や保育目標を理解している。

Ｑ2

Ｑ3 子どもの人権に十分配慮するとともに、子ども一人一人の人格を尊重して保育を行っている。

Ｑ4 入所する子ども等の個人情報を適切に取り扱うとともに、保護者の苦情などに対し、その解決を図るよう努めている。

Ｑ5 就業規則などの諸規則を理解し、守り、業務遂行にあたって正確・迅速、かつ、こまめに報告・連絡・相談・確認を実践している。

第１章　総則

第２章　保育の内容

第３章　健康及び安全

第４章　子育て支援

第５章　職員の資質向上

Ｑ6

Ｑ7

Ｑ8 保育所の保育は、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うために、 6 つの目標を目指して行うものであることを知っている。

Ｑ9

Ｑ10

Ｑ11 子どもの生活のリズムを大切にし、健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境や、自己を十分に発揮できる環境を整えている。

Ｑ12 子どもの発達について理解し、一人一人の発達過程に応じ、子どもの個人差に十分配慮しながら保育している。

Ｑ13 子ども相互の関係づくりや互いに尊重する心を大切にし、集団における活動を効果あるものにするように援助している。

Ｑ14

Ｑ15 一人一人の保護者の状況やその意向を理解、受容し、それぞれの親子関係や家庭生活等に配慮しながら、様々な機会をとらえ、適切に援助している。

Ｑ16

Ｑ17 第 1 章総則の 1 保育所保育に関する基本原則による 4 つの事項に留意しつつ、計画的に環境を構成し、工夫して保育している。

Ｑ18 地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、自園が行う保育の内容を適切に説明するよう努めている。

チェックリスト100

城北太郎 保育士

No. チェックシート

＜評価方法＞　十分理解できている（十分できている）…◎　理解している（できている）…○　ふつう…▲　努力が必要…×

2022/4/1

Ⅰ　園の基本姿勢について(5項目)

教育・保育理念や目標

保育所としての社会的責任の理解

保育理念及び目標と保育所保育指針の関係を理解し、全体的な計画に基づき指導計画を立てている。

職員としての心構え

Ⅱ　保育所保育指針(93 項目）

第１章　総則

第１章　総則(37項目)

（2）保育の目標

１　保育所保育に関する基本原則

（１）　保育所の役割

第 1 章総則の 1 保育所保育に関する基本原則に記載された保育所の 3 つの役割を知っている。

第 1 章総則の 1 保育所保育に関する基本原則による保育士として、子どもを保育するとともに専門性の向上に努めている。

（３）保育の方法

（４）保育の環境

（５）保育所の社会的責任

入所する子どもの保護者に対し、その意向を受け止め、子どもと保護者の安定した関係に配慮し、保育所の特性や保育士等の専門性を生かして、その援助に
当たっている。

一人一人の子どもの状況や家庭及び地域社会での生活の実態を把握するとともに、子どもが安心感と信頼感をもって活動できるよう、子どもの主体としての思
いや願いを受け止めるよう留意している。

子どもが自発的・意欲的に関われるような環境を構成し、子どもの主体的な活動や子ども相互の関わりを大切にし、乳幼児期にふさわしい体験が得られるよう
に、生活や遊びを通して総合的に保育をしている。

保育の環境には、保育士等や子どもなどの人的環境、施設や遊具などの物的環境、自然や社会の事象などがあり、こうした人、物、場などが相互に関連し合
い、子どもの生活が豊かなものとなるように環境を構成し、工夫することを知っている。

チェックリスト100



Ｑ19

Ｑ20 生命の保持のねらい 4 点について知っている。

Ｑ21 生命の保持の内容 4 点について知っている。

Ｑ22

Ｑ23

Ｑ24

Ｑ25

Ｑ26

Ｑ27

Ｑ28

Ｑ29

Ｑ30

Ｑ31 一日の生活のリズムや在園時間が異なる子どもが共に過ごすことを踏まえ、活動と休息、緊張感と開放感等の調和を図るよう配慮している。

Ｑ32

Ｑ33

Ｑ34 施設長、保育士など、全職員による適切な役割分担と協力体制を整えている。

Ｑ35

Ｑ36

Ｑ37

Ｑ38 保育士等は、保育の計画や保育の記録を通して、自らの保育実践を振り返り、自己評価することを通して、保育実践の改善や専門性の向上に努めている。

Ｑ39

Ｑ40

Ｑ41

Ｑ42 幼児教育を行う施設として共有すべき事項として「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」 10 項目を知っている。

Ｑ43

Ｑ44 保育における「養護」とは、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わりであることを理解している。

Ｑ45

保育における養護とは、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わりであり、保育所における保育は、養護及び教育を一体
的に行うことがその特性であることを知っている。

 3 歳未満児は、一人一人の子どもの生育歴、心身の発達、活動の実態等に即して、個別的な計画を作成し、 3 歳以上児は、個の成長と、子ども相互の関係や
協同的な活動が促されるように配慮し、異年齢で構成される組やグループでは、一人一人の子どもの生活や経験、発達過程などを把握し、適切な援助や環境構
成ができるよう配慮している。

長時間にわたる保育については、子どもの発達過程、生活のリズム及び心身の状態に十分配慮して、保育の内容や方法、職員の協力体制、家庭との連携など
を指導計画に位置付けている。

障害のある子どもの保育については、一人一人の子どもの発達過程や障害の状態を把握し、適切な環境の下で、他の子どもとの生活を通して共に成長できるよ
う、指導計画の中に位置付けている。

子どもの主体的な活動を促すためには、保育士等が多様な関わりをもつことが重要であることを踏まえ、子どもの情緒の安定や発達に必要な豊かな体験が得ら
れるよう援助している。

全体的な計画に基づき、具体的な保育が適切に展開されるよう、子どもの生活や発達を見通した長期的な指導計画と、それに関連しながら、より具体的な子ど
もの日々の生活に即した短期的な指導計画を作成している。

情緒の安定のねらい 4 点について知っている。

情緒の安定の内容 4 点について知っている。

（２）養護に関わるねらい及び内容

　　ア　生命の保持　

　　イ　情緒の安定　

3　保育の計画及び評価

（１）全体的な計画の作成

（2）指導計画の作成

（３）指導計画の展開

指導計画の作成に当たっては、保育指針第 2 章及びその他の関連する章に示された事項のほか、子ども一人一人の発達過程や状況を十分に踏まえている。

保育の目標を達成するために、自園の保育の方針や目標に基づき、子どもの発達過程を踏まえて、保育の内容が組織的・計画的に構成され、保育所生活全体
を通して総合的に展開されるよう、全体的な計画を作成することを知っている。

全体的な計画は、子どもや家庭の状況、地域の実態、保育時間などを考慮し、子どもの育ちに関する長期的見通しをもって適切に作成されている。

全体的な計画は、保育所保育の全体像を包括的に示すものとし、これに基づく指導計画、保健計画、食育計画等を通じ、創意工夫して保育できるよう作成されて
いる。

（１）養護の理念

2　養護に関する基本的事項

4　幼児教育を行う施設として共有すべき事項

指導計画においては、保育所の生活における子どもの発達過程を見通し、生活の連続性、季節の変化などを考慮し、子どもの実態に即した具体的なねらい及び
内容を設定している。

子どもが行う具体的な活動は、生活の中で様々に変化することに留意して、子どもが望ましい方向に向かって自ら活動を展開できるよう必要な援助を行ってい
る。

（４）保育内容等の評価

保育士等による自己評価に当たっては、子どもの活動内容やその結果だけでなく、子どもの心の育ちや意欲、取り組む過程などにも十分配慮するよう留意して
いる。

（２）幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

幼児教育を行う施設として共有すべき事項及び生涯にわたる生きる力の基礎を培うため示された保育の目標を踏まえ、保育所として一体的に育むよう努める
「資質・能力」の 3 本の柱の内容を知っている。

「教育」とは、子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助であることを理解している。

第 2 章保育の内容に示す「ねらい」、「内容」の意味を知っている。

（１）育みたい資質・能力

1　乳児保育に関わるねらい及び内容

（１）基本的事項

（５）評価を踏まえた計画の改善

保育士等は、子どもの実態や子どもを取り巻く状況の変化などに即して保育の過程を記録するとともに、これらを踏まえ、指導計画に基づく保育の内容の見直し
を行い、改善を図っている。

保育の計画に基づく保育、保育の内容の評価、これに基づく改善という一連の取組により、保育の質の向上が図られるよう、全員が共通理解をもって取り組んで
いる。

第２章　保育の内容（33 項目）　



Ｑ46 基本的事項としての乳児期の発達について知っている。

Ｑ47 乳児期の領域「三つの視点」について知っている。

Ｑ48 「健やかに伸び伸びと育つ」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知っている。

Ｑ49

Ｑ50 「身近なものと関わり感性が育つ」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知っている。

Ｑ51

Ｑ52 一人一人の子どもの成育歴の違いに留意しつつ、欲求を適切に満たし、特定の保育士が応答的に関わるように努めている。

Ｑ53

Ｑ54 基本的事項としての 1 歳以上 3 歳未満児の発達の内容について知っている。

Ｑ55  １ 歳以上 3 歳未満児の「 5 領域」について知っている。

Ｑ56  1 歳以上 3 歳未満児の「健康」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知っている。

Ｑ57

Ｑ58  1 歳以上 3 歳未満児の「環境」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知っている。

Ｑ59  1 歳以上 3 歳未満児の「言葉」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知っている。

Ｑ60  1 歳以上 3 歳未満児の「表現」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知っている。

Ｑ61 探索活動が十分にできるように、事故防止に努めながら活動しやすい環境を整え、全身を使う遊びなど様々な遊びを取り入れている。

Ｑ62

Ｑ63 基本的事項としての 3 歳以上児の発達の内容と「 5 領域」について知っている。

Ｑ64

Ｑ65  3 歳以上児の「人間関係」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知っている。

Ｑ66  3 歳以上児の「環境」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知っている。

Ｑ67  3 歳以上児の「言葉」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知っている。

Ｑ68  3 歳以上児の「表現」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知っている。

Ｑ69

Ｑ70

Ｑ71

Ｑ72 子どもが自ら周囲に働きかけ、試行錯誤しつつ自分の力で行う活動を見守りながら、適切に援助している。

Ｑ73

Ｑ74

Ｑ75

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が、ねらい及び内容に基づく活動全体を通して資質・能力が育まれている子どもの小学校就学時の具体的な姿であるこ
とを踏まえ、指導を行う際には適宜考慮している。

子どもの発達や成長の援助をねらいとした活動の時間については、意識的に保育の計画等において位置付けて、実施することが重要であることを理解し実践し
ている。

子どもの国籍や文化の違いを認め、互いに尊重する心を育てるようにし、また、子どもの性差や個人差にも留意しつつ、性別などによる固定的な意識を植え付け
ることがないようにしている。

保育所保育が、小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることに配慮し、幼児期にふさわしい生活を通じて、創造的な思考や主体的な生活態度などの
基礎を培うようにしている。

保育所保育において育まれた資質・能力を踏まえ、小学校教育が円滑に行われるよう、小学校教師との意見交換や合同の研究の機会などを設け、「幼児期の
終わりまでに育ってほしい姿」を共有するなど連携を図り、保育所保育と小学校教育との円滑な接続を図るよう努めている。

 1 歳以上 3 歳未満児の「人間関係」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知っている。

 3 歳以上児の「健康」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知っている。

（３）保育の実施に関わる配慮事項

（２）ねらい及び内容

（１）保育全般に関わる配慮事項

子どもの心身の発達及び活動の実態などの個人差を踏まえるとともに、一人一人の子どもの気持ちを受け止め、援助している。

（２）小学校との連携

3　3 歳以上児の保育に関するねらい及び内容

（１）基本的事項

自我が形成され、子どもが自分の感情や気持ちに気付くようになる重要な時期であることから、情緒の安定を図りながら、子どもの自発的な活動を尊重し、促し
ている。

（３）保育の実施に関わる配慮事項

4　保育の実施に関して留意すべき事項

第３章　健康及び安全（13 項目）

「身近な人と気持ちが通じ合う」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知っている。

（２）ねらい及び内容

（３）保育の実施に関わる配慮事項

2　1 歳以上 3 歳未満児の保育に関わるねらい及び内容

（１）基本的事項

（２）ねらい及び内容

乳児は疾病への抵抗力が弱く、心身の機能の未熟さに伴う疾病の発生が多いことから、一人一人の発育及び発達状態や健康状態についての適切な判断に基
づく保健的な対応を行っている。

乳児保育に関わる職員間の連携や嘱託医との連携を図り、第 3 章に示す事項を踏まえ、適切に対応し、栄養士及び看護師等が配置されている場合は、その専
門性を生かした対応を図っている。
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事故防止の取組を行う際には、特に、睡眠中、プール活動・水遊び中、食事中等の場面では重大事故が発生しやすいことを踏まえ、子どもの主体的な活動を大
切にしつつ、施設内外の環境の配慮や指導の工夫を行うなど、必要な対策を講じている。

防火設備、避難経路等の安全性が確保されるよう、定期的にこれらの安全点検を行う、備品、遊具等の配置、保管を適切に行うなど日頃から、安全環境の整備
に努めている。

火災や地震などの災害の発生に備え、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担、避難訓練計画等に関するマニュアルを作成し、定期的に避難
訓練を実施するなど、必要な対応を図っている。

保育及び子育てに関する知識や技術など、保育士等の専門性や、子どもが常に存在する環境など、保育所の特性を生かし、保護者が子どもの成長に気付き子
育ての喜びを感じられるように努めている。

（３）不適切な養育等が疑われる家庭への支援

（１）環境及び衛生管理

（１）施設・設備等の安全確保

保育中の事故防止のために、子どもの心身の状態等を踏まえつつ、施設内外の安全点検に努め、安全対策のために全職員の共通理解や体制づくりを図るとと
もに、家庭や地域の関係機関の協力の下に安全指導を行っている。

（２）災害発生時の対応体制及び避難への備え

第４章　子育て支援（4項目）　

（１）地域に開かれた子育て支援

（２）地域の関係機関等との連携

（３）地域の関係機関等との連携

1　保育所における子育て支援に関する基本的事項

（１）保育所の特性を生かした子育て支援

（２）子育て支援に関して留意すべき事項

2　保育所を利用している保護者に対する子育て支援

不適切な養育等が疑われる家庭への支援が確立されている。

乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切な援助が行われるよう、食事の提供を含む食育計画を全体的な計画に基づいて作成し、その評価及び改善に努
めている。

保育中の事故の発生に備え、施設内外の危険箇所の点検や訓練を実施するとともに、外部からの不審者等の侵入防止のための措置や訓練など不測の事態に
備えて必要な対応を行っている。

保育所は、児童福祉法第 48 条の 4 の規定に基づき、その行う保育に支障がない限りにおいて、地域の実情や当該保育所の体制等を踏まえ、地域の保護者に
対して、保育所保育の専門性を生かした子育て支援を積極的に行うよう努めることを知っている。

感染症やその他の疾病の発生予防に努め、その発生や疑いがある場合には、必要に応じて嘱託医、市町村、保健所等に連絡し、その指示に従うとともに、保護
者や全職員に連絡し、予防等について協力を求めている。

アレルギー疾患を有する子どもの保育については、保護者と連携し、医師の診断及び指示に基づき、適切な対応を行うとともに、食物アレルギーに関して、関係
機関と連携して、自園の体制構築など、安全な環境の整備を行っている。

保育所における食育は、健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことを目標とし、子どもが生活と遊びの中で、意欲をもって食に
関わる体験を積み重ね、食べることを楽しみ、食事を楽しみ合う子どもに成長していくことを期待するものであることを知っている。

2　食育の推進

（１）保護者との相互理解

（２）保護者の状況に配慮した個別の支援

（１）保育所の特性を生かした食育

（２）食育の環境の整備等

（２）事故防止及び安全対策

4　災害への備え

3　地域の保護者等に対する子育て支援

1　子どもの健康支援

（１）子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握

（３）疾病等への対応

3　環境及び衛生管理並びに安全管理

子どもの健康に関する保健計画を全体的な計画に基づいて作成し、全職員がそのねらいや内容を踏まえ、一人一人の子どもの健康の保持及び増進に努めて
いる。

子どもの心身の状態等を観察し、不適切な養育の兆候が見られる場合には、市町村や関係機関と連携し、児童福祉法第 25 条に基づき、適切な対応を図って
いる。虐待が疑われる場合には、速やかに市町村又は児童相談所に通告し、適切な対応を図っている。

（２）健康増進

子どもが自らの感覚や体験を通して、自然の恵みとしての食材や食の循環・環境への意識、調理する人への感謝の気持ちが育つように、子どもと調理員等との
関わりや、調理室など食に関わる保育環境に配慮している。

子どもの心身の状態に応じて保育するために、子どもの健康状態並びに発育及び発達状態について、定期的・継続的に、また、必要に応じて随時、把握してい
る。



Ｑ93

Ｑ94

Ｑ95

Ｑ96 必要に応じた外部研修への参加機会が確保され、参加している。

Ｑ97

Ｑ98

Ｑ99

Ｑ100

第５章　職員の資質向上（6項目）　

1　職員の資質向上に関する基本的事項

（１）保育所職員に求められる専門性

（２）組織内での研修成果の活用

（３）研修の実施に関する留意事項

（２）外部研修の活用

（１）体系的な研修計画の作成

（２）保育の質の向上に向けた組織的な取組

2　施設長の責務

（１）施設長の責務と専門性の向上

3　職員の研修等

（１）職場における研修

（２）職員の研修機会の確保等

外部研修に参加する職員は、自らの専門性の向上を図るとともに、保育所における保育の課題を理解し、その解決を実践できる力を身に付けることが重要であ
ることを理解している。

4　研修の実施体制等

保育所においては、保育の内容等に関する自己評価等を通じて把握した、保育の質の向上に向けた課題に組織的に対応するため、保育内容の改善や保育士
等の役割分担の見直し等に取り組むとともに、それぞれの職位や職務内容等に応じて、各職員が必要な知識及び技能を身に付けられるよう努めなければなら
ないことを知っている。

職員が日々の保育実践を通じて、必要な知識及び技術の修得、維持及び向上を図るとともに、保育の課題等への共通理解や協働性を高め、保育所全体として
の保育の質の向上を図っていくために、職場内での研修の充実が図られている。

Ⅲ　園独自の取組について(2項目) ※ここは各自の園で必要な文章を記入。

保育所においては、当該保育所における保育の課題や各職員のキャリアパス等も見据えて、初任者から管理職員までの職位や職務内容等を踏まえた体系的な
研修計画を作成しなければならないことを知っている。

自己評価に基づく課題を把握し、保育所内外の研修等を通じて、自身の職務内容に応じた専門性を高めるため、必要な知識及び技術の修得、維持及び向上に
努めている。


